
はじめに

　今日、「幅広い層の地域住民」の参画による

「地域全体で学び合い未来を担う子供たちの成

長を支え合う地域をつくる活動（地域学校協働

活動）」の推進と「地域学校協働本部」の設置

が、地方公共団体に求められている。ここで期

待されていることは、第１に、地域住民が「学

校のパートナー」、「子供の教育に関わる当事者

として、子供たちの成長を共に担っていく」こ

とである。第２に、「子供たちの教育環境の充

実」である。第３に、「地域住民の学びを起点」

とした地域の教育力の向上」と「持続可能な地

域社会を創っていくこと」である1)。

　もう一つの仕組みとして、「コミュニティ・ス

クール（学校運営協議会制度）」の一層の推進を

通した「コミュニティ・スクールを核とした地域

とともにある学校づくり」が提起されている2)。

そこでは、「まずは地域住民による学校支援、学

校・家庭・地域の連携・協働体制の構築から始

め、学校運営への参画に発展していく」道筋が

提案されている3)。

　こうして、「地域学校協働活動」の推進にあた

り、市町村に求められることは、第１に、社会

教育部局と学校教育部局および、教育委員会と

首長部局の連携・協働による「部局横断で子供の

育ちを総合的・一体的に支援する体制」の構築

である。第２に、「コミュニティ・スクールの推

進についての市町村教育振興基本計画への位置

付けなど教育委員会としてのビジョンの明確化

と推進目標の明示」、「首長部局と連携・協働し

た施策の策定・実施」である。第３に、「コミュ

ニティ・スクールと『地域学校協働本部』等の

促進とその一体的・効果的な推進に向けた地方

公共団体内のチームとしての連携・協働体制の

強化」である4)。

　他方、厚生労働省・文部科学省による「新・

放課後子ども総合プラン」（2018年）において

も、「地域学校協働活動」の一環としての「放課

後子供教室等」の計画的な整備が提起されてい

る。本プランでは、「児童の権利に関する条約

の精神にのつとり」（児童福祉法第１条）、「子ど

もの最善の利益をいかに実現していくか」が求

められているとしている。そのために、市町村

における「効果的な放課後児童クラブ及び放課

後子供教室の実施に関する検討の場」としての

「運営委員会」を設置し、関係者間で十分に協

議を行うことが提案されている5)。

　この提案で着目すべきことは、施策の策定・

実施・評価のPDCAサイクルの担い手として、

行政関係者のみならず、「地域学校協働活動」の

関係者に参加が開かれている点である。そこで、

市町村における「運営委員会」の設置にあたっ

ては、子どもの権利を中核にすえて、「教育と福

祉の権利」の統一的保障6)をめざす「合議の場」

として機能させていくことに、積極的意義がみ

いだされよう。

　また、多様な地域住民等の参画による「地域

を創生する活動」における外在的・内在的矛盾

に目を向けていく必要がある7)。この点、大桃敏

行によれば、「社会教育が学校と家庭の間に介

在する多様な学びを掌握するなかで、民間の営

利・非営利を含めた多様なアクターの活動が連
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携と競合の両要素を内在させながら展開されて

いる」として、「教育と福祉の関係、学校教育と

社会教育の関係の再定位もまた課題となってい

る」としている8)。

　こうした課題に接近するために、本稿では、

Ａ市Ｚ地区の事例を検討対象として、学校づく

りと地域の教育福祉実践をつなぐ、「地域学校

協働活動」の教育的意義を探ることを目的とす

る9)。以下では、まず、教育福祉実践における教

育的価値について、先行研究を検討する。次に、

Ａ市における「地域学校協働活動」を推進する

仕組みを整理した上で、Ｚ地区の事例を検討す

る。これらを通して、市町村教育委員会は、ど

のような価値的指向性をもって、連携体制を構

築していったらよいか、その政策デザインへの

示唆を得たいと思う。

　

Ⅰ　教育福祉実践における教育的価値

　

１．地域づくりと社会教育的価値の創造

　国の「地域づくり」「学校づくり」施策が推進

されるなかで、あらためて、社会教育研究にお

ける「地域づくりと社会教育的価値の創造」10)

の視座に着目する必要がある。

　高橋満によれば、「新たな価値や理念を内包す

る地域社会の暮らしのあり方を実現する契機を

含む住民の主体的な参加の過程」ととらえる11)

視座から、本来の「社会教育実践の目的」を問

うている。「大切なことは、学びをとおして人々

の関係を形成すること」にあり、「どのような

価値の転換をめざすのかがポイントとなる」と

している。高橋は、「活動における人々の関係性

（相互作用）の質こそが問われるべき」で、「実

践に参加した一人ひとりが、何をどのように学

んだのかを明らかにすることが課題」だとして

いる12)。

２．「教育福祉」の理論的・実践的な視座

（1）小川利夫の教育福祉論

　小川利夫は、1970年代に、「教育と福祉の権利

の統一的保障」の必要性を提起し、「教育福祉」

研究を発展させてきた。小川がいう「教育福祉

問題」とは、「今日の福祉教育とりわけ児童福祉

事業のなかに実態的には多分に未分化に包摂な

いし埋没され、結果的には軽視ないし剥奪され

ている子どもと青年の学習・教育権保障上の諸

問題」である13)。小川は、「教育と福祉」問題を

「貧困・解放・発達の視点からとらえる」と同

時に、３つの構造的次元から、「全体として構造

的にとらえる必要がある」とする。すなわち、

　①　「社会・家族的」な次元：社会問題とし

ての児童問題そのもののいわば社会的性
0 0 0 0

格
0

とその矛盾にかかわるもの

　②　「政策・運動的」な次元：それ（①）に

対応する児童の教育・福祉政策
0 0

と運動
0 0

にか

かわるもの

　③　「行政・活動的」な次元：より日常実践

的な実現過程における行政と活動
0 0 0 0 0

のあり

方（傍点：原文、括弧：引用者注）。

　小川は、「『政策と運動』あるいは『行政と活

動』との間の外在的矛盾」、「政策および行政そ

のものにおける内在的矛盾」について、「その矛

盾の発展の積極的な契機を討究していくこと」

が、「思想と運動の共通の広場を形成するうえ

に重要な契機となる」としている14)。

　高橋正教によれば、小川らの教育福祉論の提

起は、「『恵まれない子どもたちの教育権保障』

の問題そのものの実践的解決と同時に」、「教育

そのものの本質理解あるいは教育概念ないし教

育権論の再構成を迫ろうとするものである」と

いう15)。その上で、高橋は、「『恵まれない子ど

もの教育権保障』の問題から問うことだけに限

定することを許さない」として、「制度としての

教育と福祉それぞれの拡充にとって、多様なレ

ベル・局面において教育と福祉の関係を問うこ

と」16)、教育と福祉の「それぞれの本来的な独

自の価値を発展させ曖昧にすることなく、両者

を統一的に保障していくためのあり方を実践的
4 4 4

制度的
4 4 4

に明らかにしていくことが求められてい

る」としている（傍点：引用者）17)。

　

（2）教育福祉実践と地域づくりの視座

　小川らによる「教育福祉」の定義を継承して、

辻浩は、「教育福祉」を次の３つの文脈から定
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義している。すなわち、①「教育と福祉が連携」

して、子ども・若者・成人の「豊かな人間発達
4 4 4 4 4 4 4

を実現
4 4 4

することをめざす概念」である。②「社

会構造の中で生み出される問題を見据え、制度
4 4

・

政策を求め
4 4 4 4 4

、実践を展開する動態的なもの
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

」で

ある。③「困難をかかえる子どもにも等しく教

育の機会を提供するため」だけではなく、「教育
4 4

全体のあり方を見直す視点
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

」であり「地域づく
4 4 4 4

りの視点
4 4 4 4

を提供するもの」である（傍点：引用

者）18）。

　そして辻は、教育福祉が実践される「４つの

教育領域」を図示している。縦軸を「学校教育

形態」か「地域教育形態」に、横軸を「行政主

導」か「民間主導」に区分している。これによ

れば、「学校教育形態」は、「Ａ領域：フォーマ

ル教育（一条校における実践）」と「Ｂ領域＝準

フォーマル教育（非一条校における実践）」に区

分される。「地域教育形態」は、「Ｃ領域：ノン

フォーマル教育（公民館や子ども・家庭福祉に

おける実践）」と「Ｄ領域：インフォーマル教育

（ＮＰＯやボランティアによる実践）」に区分さ

れる（「行政主導」の領域に下線：引用者）19)。

　以下では、この４領域のうち、本稿で検討対

象とする「行政主導」のＡ領域およびＣ領域に

ついて、辻が提起する「教育福祉が求める教育

的価値」をみていく。

　1) 「Ａ領域：フォーマル教育（一条校におけ

る実践）」における教育的価値として、辻によれ

ば、①「学校で学ぶことに新たな意味を与える

学力論の提示」、②「『生き方の問い』を考えて

くれる大人との出会い」を挙げている。また、

新学習指導要領による「学び方改革」において

は、③「新しい教育的価値を生み出す」ための

「教師が自由に教育実践を創造できる条件」の整

備が必要だとする。さらに、④「困難をかかえ

た子どもを排除しない学校づくり」として、「子

どもが学びの主体となっていく実践」を、子ど

も・学校・地域住民・保護者の「自治と協同の

中で」展開する必要性を提起している。

　2) Ｃ領域：ノンフォーマル教育（公民館や子

ども・家庭福祉における実践）」における教育的

価値としては、「地域の中で芽生えてきた共生

の価値が、行政機関である社会教育施設や子ど

も・家庭福祉の領域で取り上げられ、公的な承

認が与えられていること」、すなわち、地域に

おける「共生の価値の行政的承認」が重要であ

るとする20)。

　以上から、①新たな教育的価値を創り出す教

育福祉実践とそれを支える制度を動態的にとら

える必要性が示されている。そして②「住民の

主体的な参加の過程」と地域における「共生の

価値の行政的承認」、③子ども・学校・地域住

民・保護者の協働と自治による「困難をかかえ

た子どもを排除しない」教育福祉実践が求めら

れている。そこで次章以降では、この３つの視

点から、Ａ市Ｚ地区の事例を検討していくこと

にする。

Ⅱ　市の「地域づくり」施策の展開

１．研究の方法

（1）Ａ市Ｚ地区の選定理由

　本稿でＡ市Ｚ地区をとりあげる理由は、次の

ような３つの特徴にある。

　第１に、Ａ市では「Ａ市地域づくり組織条例」

を制定し、各「地域づくり組織」が策定した「地

域ビジョン」を尊重し、市の総合計画に位置づ

けていることである21)。

　第２に、「Ａ市教育振興基本計画」(第一次教

育ビジョン、2010年策定 )では、教育と福祉の

充実をめざした施策が展開されてきたことであ

る。「０歳から18歳までの子どもへの途切れの

ない支援を行うため」の保幼小中高の連携が推

進されてきた22）。これは、2016年策定「第二次

教育ビジョン」の「新たな取組」として継承さ

れている23)。

　第３に、Ｚ地区では、「Ｙ・Ｚ地域づくり協議

会」（以下、「Ｚ地域づくり協議会」と略す）に

よる活動として、①「放課後子供教室」および

②「学校支援活動」が位置づけられ、多様な活

動が展開されていることである24)。この２つの

取り組みは、それぞれ、文部科学大臣表彰を受

賞しており25)、県内外からも注目されている。
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（2）調査方法と分析視点

　まず、Ｚ地区における地域住民リーダーへの

聞き取り調査を実施した（後述参照）。聞き取り

内容および提供資料をはじめ、Ａ市総合計画、条

例、教育政策文書等を収集した。これらのデー

タに基づき、1)Ａ市における市民の市政参画の

仕組み、2)地域学校協働活動を推進する教育施

策、3)Ｚ地区の地域学校協働活動の展開につい

て検討する。その際、実践への参加者は、どの

ような「学びをとおした人々との関係を形成」

し、「どのような価値の転換」がめざされている

のか26)を考察する。

２．Ａ市における地域づくりの基本構想

　2016年３月策定の「Ａ市総合計画（新プラ

ン）」（10年計画）では、2004年３月策定の「Ａ市

総合計画」（10年計画）における、「人間尊重を

原点に」すえた「福祉」のまちづくりを基本理

念として継承し、「より戦略的で実効性の高い

まちづくりの指針として、新たな総合計画を策

定」したとしている27)。以下では、「新プラン」

で掲げられている1)地域課題、2)基本施策、3)
協働のまちづくり施策を確認する。

（1）Ａ市の地域課題

　1) 人口総数と一世帯あたりの人員

　Ａ市は、大規模住宅団地の造成に伴う転入者

の増加により、1970年代から人口急増してきた

が、2000年（人口83,291人）をピークに微減し

つつある。また、一世帯あたりの人員の減少、

核家族化や一人暮らし世帯の増加が指摘されて

いる。

　2) 人口動態―若者の転出の増加―

　社会増減（転入・転出）では、1990年をピー

クに転入者数が大きく減少し、2000年を境に転

出者数が転入者数を上回り、近年では、転出超

過になっている。特に、20歳代の若者の約６割

が県外に転出している。

　3) 年齢階層別人口構成比の推移

　年代別人口構成では、老年人口（65歳以上）

が増加傾向にある一方で、生産年齢人口（15 ～

64歳）や年少人口（14歳以下）は減少傾向にあ

る。「今後老年人口の増加と生産年齢人口の減

少が続いた場合、全国平均の倍のスピードで高

齢化が進むもの」と見込まれている28)。

（2）Ａ市における重要課題

　こうした地域課題へのＡ市の重要課題とし

て、次の４点が挙げられている。

　第１に、「若者が暮らしやすいまちの実現」で

ある。そのために、「学校・家庭・地域との連

携による子育て支援や教育環境の充実を図る」、

「雇用や労働環境の整備を推進する」など「若者

が暮らしやすいまちづくりを総合的に進めるこ

と」である。第２に「超高齢社会に対応したま

ちの実現」、第３に「助け合い・支え合いのまち

の実現」、第４に、これらを支える「持続可能な

行財政運営の実現」である29)。

３．Ａ市総合計画における基本施策

　表１のように、Ａ市の施策体系は４つの基本

目標から構成され、これらを支える行政の役割

として、「５．未来につなぐ自立と協働による市

政経営」が掲げられている30)。

　４つの基本目標のうち、学校教育および生涯

学習・社会教育の領域では、「４．豊かな心と健

やかな体を育み暮らせるまち」として、「生きる

力を育む教育の推進」（4-1-1、4-1-2）、「生涯学

習・生涯スポーツの推進」（4-2-1、4-2-2）、「市民

文化の創造」（4-3-1）の５つの施策からなって

いる。

　さらに、「５．未来につなぐ自立と協働による

市政経営」では、「１．協働のまちづくり」とし

て４つの施策が掲げられている。この点、表１

の「Ｚ地区」欄に示したように、後述する「Ｚ

地域づくり協議会」の「まちづくりの基本方針」

において、Ａ市の施策が反映されている点が注

目される。これは、次節でみる、市政が「協働

のまちづくり」施策を掲げ、地域づくりへの合

意形成を図ってきた成果といえる。

表５　入居者の主な交通手段（複数回答）
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４．「協働のまちづくり」施策の展開

　ここでは、表１の「施策5-1-1　都市内分権の

推進」に関する「協働のまちづくり」施策の展

開を概観する。

（1）「地域交付金制度」の創設

　Ａ市では、2002年４月に新市長就任後、市

政一新プログラムが策定され、これに基づき、

2003年に「Ａ市地域交付金の交付に関する条

例」が制定された。同年、市内14地域（公民館

単位）で「地域づくり委員会」が結成され、各

「地域づくり委員会」の会長が相互に意見交換、

情報交換を行う場として、「地域づくり協議会」

（現在、「地域づくり代表者会議」）が結成され

た。さらに、「まちづくり活動の原資として当時

の14の地域づくり委員会へ使途自由な一括交

付金」が交付されている31)。

（2）「Ａ市自治基本条例」および「Ａ市地域づく

り組織条例」の制定

　1) Ａ市自治基本条例の制定

　2005年に制定された「Ａ市自治基本条例」で

は、自治の原則として「人権尊重」「情報共有」

「参画及び協働」を掲げて、「市民の自主的な市

政への参画」の保障が明記されている。

　第３条　市の自治は、次に掲げることを原則とし

て推進するものとする。

表１　Ａ市の施策体系

基本目標 基本施策 施策 ＊Ｚ地区

１．支え合い健康
でいきいきと暮ら
せるまち

１．人を大切にする社会の創造 １．人権尊重

２．男女共同参画社会

２．保健・医療・福祉のネットワークづくり １．保健・医療・福祉ネットワーク (2)1-2-1
２．健康づくり

３．地域医療

３．地域福祉の充実 １．高齢者福祉

２．障害者福祉

３．子ども・子育て支援 (2)1-3-3
４．社会保障

２．美しい自然に
包まれ快適に暮ら
せるまち

１．良好な地域環境づくり １．環境保全

２．環境負荷の少ない社会の創造 １．低炭素社会，２．循環型社会

３．安全で安心なまちづくり １．防災・減災 (1)2-3-1
２．防犯・交通安全 (1)(5)2-3-2
３．消防・救急

４．魅力的な都市環境づくり １．土地利用，２．都市計画，３．交通
計画

(3)2-4-2

５．快適な生活環境づくり １. 住宅・住環境，２. 道路整備，３. 公園・
緑地，４. 上水道，５. 下水道等，６. 斎場・
墓地

(3)2-5-1
(5)2-5-2

３．活力に満ちて
暮らせるまち

１．地域産業の振興 １．農林資源，２．商工経済，３．観光
交流

(3)3-1-1

２．いきいきと働けるまちづくり １．雇用創出

４．豊かな心と健
やかな体を育み暮
らせるまち

１．生きる力を育む教育の推進 １．学校教育 (4)4-1-1
２．青少年健全育成

２．生涯学習・生涯スポーツの推進 １．生涯学習 (4)4-2-1
２．生涯スポーツ

３．市民文化の創造 １．文化振興

５．未来につなぐ
自立と協働による
市政経営

１．協働のまちづくり １．都市内分権の推進

２．市民公益活動の促進

３．多様な主体による協働の推進

４．情報共有の充実

２．自主自立の市政経営 １．「新・プラン」の推進

２．成熟社会に対応する行政運営

３．持続可能な財政運営

注：＊「Ｚ地区」の列では、「Ｚ地域づくり協議会」の「まちづくりの基本方針」(1) ～ (5)に該当するＡ市の施策を記した。
出所：Ａ市「Ａ市総合計画（第２次基本計画）」2019年、28頁より抜粋（Ｚ地区欄の記載にあたっては，142-143頁参照）。
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　(1）人権尊重　国籍や性別、年齢等にかかわらず、

市民一人ひとりの人権が保障され、その個性や

能力がまちづくりに生かされること。

　(2）情報共有　市民、市議会及び市が互いに情報

を共有すること。

　(3）参画及び協働　市民の自主的な市政への参画

が保障されるとともに、市民、市議会及び市が

協働して公共的課題の解決に当たること。

　この３原則に基づき、第36条「協働のまちづ

くり」では、「市民及び市議会並びに市は」、「互

いに尊重し合い、協働してまちづくりに取り組

むものとする」（第１項）こと、市は、「多様な

主体がその担い手となれるよう、適切な措置を

講じなければならない」（第２項）こと、「多様

な主体が情報や意見を交換し、相互調整や民主

的な意思形成が図られるよう、開かれた場と機

会の創設」を市の努力義務（第３項）としてい

る。

　

　2) Ａ市地域づくり組織条例の制定

　「Ａ市自治基本条例」第34条（地域づくり）

を受けて、「都市内分権」の方向性を示す「Ａ市

地域づくり組織条例」が2009年に制定された。

ここでいう「都市内分権」は、次のように説明

されている。

　都市内分権（地域内分権）とは、地域と行政が
4 4 4 4 4 4

役割を分担
4 4 4 4 4

するなかで、「地域でできることは地域

で」「行政がすべきことは行政が」「地域と行政が

協働で行う」といった補完性の原則
4 4 4 4 4 4

に基づき、双
4

方が協議を行い
4 4 4 4 4 4 4

、合意形成を図り
4 4 4 4 4 4 4

、市の権限と財
4 4 4 4 4 4

源の一部をさらに「地域」へ移す
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

ことです（傍点：

引用者）32)。

　ここで重視されている点は、地域と行政との

双方が協議を行い、合意形成を図ることである。

そして、「Ａ市自治基本条例」第34条（地域づ

くり）では、市の義務を次のように定めている。

「市は、各種計画の策定や政策形成に当たって

は、地域づくり組織の自主性及び自立性に配慮
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

するとともに、その意思を可能な限り反映
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

しな

ければならない」（第４項）こと、「市は、地域

づくり組織の意向により、事務事業の一部を当

該組織に委ねることができる。この場合におい

て、市は、その実施に係る経費等について必要
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

な措置
4 4 4

を講じなければならない」（第５項）とし

て、「市の権限と財源の一部をさらに『地域』へ

移すこと」が示されている（傍点：引用者）。

（3）各地域における「地域ビジョン」の策定

　2009年当初から、各「地域づくり組織」で地域

ビジョン策定委員会が組織され、住民アンケー

トの実施や意見をまとめ、課題を整理する等の

検討会議で協議が重ねられてきた。2012年３月

に15の全ての「地域づくり組織」（後述、「Ｚ地

域づくり協議会」もその１つである）で地域ビ

ジョンが策定され、「地域づくり代表者会議」に

おいて発表された33)。この地域ビジョンは、「Ａ

市総合計画」の「地域別計画編」に位置づけら

れ、各地域の将来像を最大限尊重した市の計画

となっている34)。

　他方、Ａ市では、公民館の管理運営につい

て、「地域づくり組織」による指定管理者制度を

導入し、地域づくり活動と公民館活動が密接に

連携しやすい環境を整えてきた。2016年４月に

「Ａ市市民センター条例」が施行され、地域づ

くり活動、生涯学習活動、地域福祉活動の拠点

としての「市民センター」となった。ここでは、

「従来の生涯学習活動の拠点としてだけでなく、

地域住民の自由な発想を尊重し、地域において

様々な発想を試行・実現できる幅広い市民活動

の拠点」になることが期待されている35)。

Ⅲ 市の教育ビジョンと施策の展開

１．「Ａ市子ども条例」の基本理念

　Ａ市教育施策の検討に先立ち、2006年3月に

制定された「Ａ市子ども条例」の基本理念を確

認しておきたい。

　Ａ市子ども条例では、第１条で「子どもの最

善の利益」の尊重と「子どもの権利」の保障を

掲げ、「社会全体で子どもの成長を支えること

を目的」としている。

　第３条（基本理念）では、子どもの権利が尊

重・保障され、子どもが「安全に安心して暮ら

し、健全に育つまちづくり」へのおとなの努力
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義務が示されている。

　この基本理念にのっとり、第４条（市の役割）

では、「子どもを取り巻く状況に充分配慮し、あ

らゆる施策を推進するものとする」とし、第５

条（市民の役割）では、「子どもが心豊かに育つ

生活環境及び教育環境の向上を目指したまちづ

くりに努めなければならない」としている。

　さらに、第19条１項で、「市は、子どもの大切

な権利が保障され、子どもが心身ともに健全に

成長するよう、子どもを取り巻くあらゆる環境

を整備することを施策の基本とする」としてい

る。こうした理念の下で、今般Ａ市「総合計画」

と一体的に進められる市教育施策の「重点取組」

を次節で検討していくことにする。

２．Ａ市教育施策の展開

　2016年３月、「Ａ市教育振興基本計画－第二次

Ａ市子ども教育ビジョン－」（10年計画）が策定

され、「４つの新たな取組（重点取組）」が掲げら

れた。①小中一貫教育の推進、②Ａ版コミュニ

ティ・スクールの創設、③生涯学習センター機能

の構築、④教育センター機能の充実である36)。こ

のうち、以下では、「Ａ版コミュニティ・スクー

ルの創設」についてみていく。

 
（1）Ａ版コミュニティ・スクールの創設

　表２のとおり、2020年度までに市内全小中学

校19校への学校運営協議会の設置が目標とし

て掲げられた。まず、2016年度には、国の「コ

ミュニティ・スクール導入等促進事業」を受託

し、モデル校の中学校区にて、導入に向けての

研究が始められた。１年間の準備期間を経て、①

2017年４月に、学校運営協議会設置校（コミュ

ニティ・スクール、以下ＣＳ）となった。②

2018年度には、小学校５校、中学校１校がＣＳ

となる。ここに、本稿で取り上げるＺ地区のｚ

小学校・ｗ中学校も含まれる。さらに、③2019

年度には、小学校７校、中学校１校がＣＳとな

る。④2020年度には中学校２校がＣＳとなり、

市内全小中学校19校がＣＳとなった37)。

　

（2）Ａ版コミュニティ・スクールの構想

　2021年３月に策定された「Ａ市教育振興基本

計画（後期計画 ）」では、「Ａ版コミュニティ・

スクールの推進・充実」として、1）「コミュニ

ティ・スクール（地域とともにある学校づくり）」

と、2）「スクール・コミュニティ（子どもを核

とした地域づくり）」の２つの柱が掲げられ、両

者の一体的な推進が構想されている38)。

　1）「コミュニティ・スクール（地域とともに

ある学校づくり）」の推進・充実

　2020年度に市内全小中学校がＣＳになった

ことを受けて（前述）、さらに、「各学校運営協議

会が核となり」、「学校運営」、「学校支援」、「地域

貢献」を３つの柱とした連携・協働の推進がめざ

されている39)。

　2）「スクール・コミュニティ（子どもを核と

した地域づくり）」の体制構築

　これは、「地域づくり組織等において進める、

地域学校協働活動を支援すること」とされる。

ここでいう「地域学校協働活動」とは、「子ども

たちの学びと成長を支える活動」や「子どもた

ちが地域貢献できる場をつくる」活動とされて

いる40)。

　

年月日 経緯 ＣＳ設置数（累計）

2016年３月 「Ａ市教育振興基本計画－第二次Ａ市子ども教育ビジョン－」策定。
新たな取組に「Ａ版コミュニティ・スクールの創設」が掲げられる。 

【目標：2020年度に市内全
小中学校19校ＣＳ設置】

2016年度 国の「コミュニティ・スクール導入等促進事業」を受託。モデル校の
中学校区（小学校１校，中学校１校）で導入に向けての研究を始める。

2017年４月 ①モデル校が学校運営協議会設置校（以下，ＣＳ）となる。 小学校１校，中学校１校

2018年度 ②小学校５校（ｚ小含む），中学校１校（ｗ中含む）がＣＳとなる。 小学校６校，中学校２校

2019年度 ③小学校７校，中学校 1 校がＣＳとなる。 小学校13校，中学校３校

2020年度 ④小学校１校，中学校２校がＣＳとなる。 小学校14校，中学校５校

表２　Ａ市における「Ａ版コミュニティ・スクール」推進の経緯

　出所：Ａ市教育委員会「コミュニティ・スクール実践集」2018 年度、2019 年度、2020 年度版を元に、筆者作成。
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（3）「スクール・コミュニティ」を基盤とした

コミュニティ・スクールの推進

　以上のように、Ａ市では従来から「地域づ

くり組織」による「子どもたちの学びと成長

を支える活動」が蓄積されてきた。その蓄積

を基盤とした「スクール・コミュニティ」の

体制構築がめざされている。

　他方、Ａ市は、学校運営協議会制度の法改

正後にＣＳを導入した“後発”の自治体であ

る。ＣＳに関する研究や実践書41)から学びな

がら、Ａ市独自の「Ａ版ＣＳ」を推進しよう

としている。

３． 教育委員会による情報発信の特徴

　Ａ市のＣＳ推進においては、教育委員会に

よる、時宜を得た情報発信が注目される。１つ

は、「コミュニティ・スクールだより」（以下、

ＣＳだより ）の発行である42)。２つめに、「コ

ミュニティ・スクール実践集」（以下、ＣＳ実

践集）の編集である43)。

（1）「ＣＳだより」による情報発信の特徴

　「ＣＳだより」は、すべての関係者とのコ

ミュニケーション・ツールとなっている。そ

の特徴として、以下の５点が挙げられる。

　1) ビジョンの共有

　2018年度の「ＣＳだより」第１号から、①

「Ａ市がめざすＣＳの姿」の連載が開始され、

第２号では、②「Ａ版ＣＳの３つの柱」（「学校

運営の参画」、「学校支援の充実」、「地域貢献

の場つくり」）を掲げ、第３号～第５号で、各

柱の具体的活動について、モデル校の事例が

紹介されている。さらに、③「熟議とは」（第

６号）、「熟議の方法」（第７号）として、「参

加者一人ひとりの思いを十分に出し合う」た

めの「付箋を活用した方法」が具体的に説明

されている44)。

　2) 教育委員会による「ＣＳサポート事業」

　第３号（2018年６月21日）では、教育委員

会による「ＣＳサポート事業」の案内がされて

いる。「学校運営協議会の役割、具体的運営方

法、実践例等について学び、めざす子どもの

姿や学校課題について共有化を図るための『熟

議』のお手伝い（ファシリテーター）をいたし

ます」と呼びかけて、その申し込み先が示され

ている。ここでは、教育委員会関係者が、申し

込みのあった学校運営協議会の設置に向けた研

修会や準備委員会等、各種会議の場に出向いて

きたという。そして、「学校と保護者・地域が共

通の課題意識を持つことから、まず始まる」

ということを説明しているという（Ａ市教育委

員会・社会教育部局長：Ｃ氏による本稿への校

正原稿、2022年12月23日）。

　3) 研修会・講演会等の充実

　①文部科学省視学委員を招いての「Ａ市小中

一貫ＣＳ推進協議会」の実施（2018年度2回、

2019年度1回、2020年度1回）、②同視学委員を

招いての「教育フォーラム講演会」の実施（予

告：第４号、案内：第６号、実施の様子：第９

号）、③「教職員研修会」の実施（第５号）、④

他県の先進事例への視察研修（第８号）である。

2019年度には、⑤他県からのＡ市への視察（第

13号）、⑥「ＣＳ推進研修会」では、市内のＣＳ

校の事例発表と、文部科学省総合教育政策局Ｃ

Ｓ推進員による講演が開催され、参加者は、Ｃ

Ｓ委員、保護者、学校教職員等159名であった

とされる（第14号）。

　4) 時々のトピックの紹介

　各号の紙面左半分では、時々のトピックが紹

介されている。①各学校の「第１回学校運営協議

会の開催」の様子が写真付きで紹介されている

（2018年度第２号・第３号、2019年度第11号・12

号）。②2019年度では、「ＣＳ紹介」part１～５

として、各校のＣＳの特色が紹介されている。

　5) 文部科学大臣表彰受賞の紹介

　①「Ｚ地区」の地域学校協働活動の受賞（2019

年度第15号）、②Ａ市初のＣＳモデル校の受賞

（2020年度第19号）である。同号においては、そ

れぞれに左半分が当該受賞記事、右半分にその

実践例が図とともに紹介されている。

（2）「ＣＳ実践集」にみる情報発信

　ＣＳ実践集は、2018年度版から2021年度版

（2020年３月）まで４冊が編集されている。各
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年度版の末尾には、「ＣＳだより」の縮小版が添

付されている。

　各年度版では、その年度にＣＳになった「各学

校運営協議会の取組」が、各学校３頁で紹介さ

れている。各年度版の総頁は、年々増え、2018

年度版（総26頁）、2019年度版（総57頁）、2020

年度版（総61頁）、2021年度版（総78頁）とそ

の内容も重厚になっている。こうして、Ａ市内

における「各学校運営協議会」の事例を学校間

で情報共有できるとともに、地域ごとの特色を

相互に比較することができる。また、各年度の

進捗状況を時系列でたどり、多様な活動例を知

ることができる点に、ＣＳ実践集を編集する意

義があるといえよう。

（3）地域学校協働活動の具体例

　表３は、2020年度版「ＣＳ実践集」から掲載

されている、Ａ市における「地域学校協働活動」

の具体的な活動例である。

　ここでは、次の６つのカテゴリーにまとめら

れている。①地域学習・職場体験学習、②地域

の行事等への参画、③地域未来塾、④学校に対

する様々な協力活動、⑤放課後子供教室、⑥家

庭教育支援活動である45)。

　このうち、特徴的な活動として、「③地域未来

塾」における中学生等を対象とした「高校生や

大学生等」による学習支援活動が挙げられる。

この点、「Ａ市教育振興基本計画」（2021年）の

「基本目標６ 家庭・地域との協働の推進」のな

かで、「地域人材の育成」として、具体的には

「ジュニアリーダー」の養成や、ジュニアリー

ダーとして、活躍できる場の拡充が挙げられて

いる。ここでいう「ジュニアリーダー」とは、「地

域等で行われる、子どもを対象とした体験活動

の運営やサポートを行う、中高生を中心とした

青少年ボランティア」と説明されている46)。こ

の「ジュニアリーダー」の事例については、次

章でみていくことにする。

　　

Ⅳ　地域学校協働活動の事例検討

１．地域住民による主体的参加の過程

（1）聞き取り調査の実施

　表４のとおり、Ｚ地区の地域住民リーダー４

氏に聞き取り調査を実施した（2021年８月17

日）47)。本調査では、研究の趣旨を説明した上

で同意を得て録音し、文字化した。本稿への引

用にあたっては、地区名、個人名等はアルファ

ベット表記にした。なお、調査対象者およびＡ

市教育委員会関係者に本稿の内容確認を依頼

し、指摘事項等の修正・加筆を施した。

（2）地域住民リーダーの地域関与の経緯

　表４の作成にあたり、訪問した際の聞き取り

内容と、教育委員会の文書等に基づき、原案を

筆者が作成（2022年３月18日）した。次に、４

氏に原案の記載事項等の確認を依頼し、Ｄ氏・

Ｇ氏から修正加筆の回答を得て、Ｄ氏からの第

二次修正加筆版（2022年３月28日現在）により、

共同作成した。以下では、山﨑準二による「教

師のライフコース研究」を参考にして、地域住

民としての「ライフコース上の転機を生み出す

諸契機」や「ヨコの」「インフォーマルな」「関

係性の下で営まれる諸経験」48)をみていくこと

にする。

①地域学習・
職場体験
学習

・「ふるさと」について地域住民から学
び，自ら地域について調べたり発表し
たりする活動

・地域の産業についての職場体験学習，
郷土の伝統・文化芸能学習等

②地域の行
事等への
参画

・地域の行事，イベントへのボランティア参
加・企画からの参画

・伝統行事での伝統文化・芸能の発表
・地域の防災訓練への参画等

③地域未来
塾

・中学生等を対象に，教員ＯＢや高校
生・大学生等などの地域住民の協力に
よって行う学習支援活動

④学校に対
する様々
な協力活
動

・登下校の見守り，花壇や通学路等の学
校周辺環境の整備，本の読み聞かせ，
授業補助や部活動の支援等

⑤放課後子
供教室

・地域住民の参画を得て，放課後や休日
等に行う，学習や体験・交流といった
様々な活動

⑥家庭教育
支援活動

・家庭教育について，保護者が学び合う
機会づくり等

　出所：Ａ市教育委員会「コミュニティ・スクール実
　　　　践集 2020」2021 年，7頁を元に，筆者作成。

表３　Ａ市における「地域学校協働活動」
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　1) Ｄ氏のプロフィール

　Ｄ氏の地域関与の契機は、大きく４つの流れ

に分けられる。第１に、2009年12月発足の「Ｚ

地域づくり協議会」地域ビジョン策定委員会の

委員（公募）として、参画したことである。引

き続き、ビジョン推進委員会委員を務めている。

第２に、2012年度から「Ｚ地域づくり協議会」

教育文化部会委員として、同時に、「Ｚ市民セン

ター」職員（～ 2014年度）、センター長（2016

～ 2018年度）として各部会の長を務めてきた

ことである。第３に、2018年度から、ｚ小学校

およびｗ中学校の学校運営協議会委員を務めて

いることである。第４に、2017年度からＺ地区

「ジュニアキャンプカウンセラー（以下、ＪＣ

Ｃ）」を代表として立ち上げ、中高大学生のジュ

ニアリーダー養成に取り組んでいることであ

る。こうした地域・学校への関与が、Ｘ県教育

委員会・社会教育委員（2020年6月～現在）に

つながっている。

　2) Ｅ氏のプロフィール

　Ｅ氏は、2011年度から、放課後子供教室「ｚ

小こどもクラブ」の３代目コーディネーターを

務めている。また、Ｅ氏は、2014年度からｗ中

学校学校評議員（～ 2017年度）、2018年度から

ｗ中学校ＣＳ委員を務めている。さらに、2017

年度から「ＪＣＣ」運営委員を務めている。

　3) Ｆ氏のプロフィール

　Ｆ氏は、2013年度から「Ｚ市民センター」職

員となり、2014年度から「Ｚ地域づくり協議会」

教育文化部会委員を務めている。2021年度から

ｚ小学校学校運営協議会委員（～現在 ）、さら

に、2018年度からＺ地区「ＪＣＣ」運営委員を

務めている。

　4) Ｇ氏のプロフィール

　Ｇ氏は、「社会教育委員として多年にわたり

社会教育関係の団体活動に精励し、地域活動に

寄与したこと」により、2021年11月5日に、文部

科学大臣より「令和３年度社会教育功労者表彰」

2021 年８月 17 日，「Ｚ市民センター」会議室（所属等は，2022 年３月 28 日現在）

氏名 Ｚ地区における委員等 Ａ市・Ｘ県における委員等

Ｄ氏

①「Ｚ地域づくり協議会」地域ビジョン策定委員会委員 (2009 ～ 2012年度 )，ビジョ
ン推進委員会委員 (2013 ～ 2017年度 )

②「Ｚ市民センター」職員（2012 ～ 2014年度），センター長（2016 ～ 2018年度）
③「Ｚ地域づくり協議会」教育文化部会委員（2012～ 2021年度，部会長：2015年度），
ふれあい交流部会・部会長（2012年度），安全防災防犯委員会委員長（2013年度）

④「Ｚ総合スポーツクラブ」副代表（2016年度～現在、代表：2020年度）
⑤Ｚ地区「ジュニアキャンプカウンセラー（ＪＣＣ）」代表（2017年度～現在）
⑥ｚ小学校学校運営協議会委員（2018年度～現在）
⑦ｗ中学校学校運営協議会委員（2018年度～現在）

①「Ａ市ユネスコ協会」副
会長（2021年度～現在）

②Ｘ県教育委員会・社会教
育委員（2020年６月～現
在）

Ｅ氏

①放課後子供教室「ｚ小こどもクラブ」コーディネーター（2011年度～現在）
②ｗ中学校学校評議員（2014年度～ 2017年度）
③Ｚ地区「ジュニアキャンプカウンセラー（ＪＣＣ）」運営委員（2017年度～現在）
④ｗ中学校学校運営協議会委員（2018年度）

Ｆ氏

①「Ｚ市民センター」職員（2013 ～ 2020年度）
②「Ｚ地域づくり協議会」安全防災防犯委員会委員長（2018 ～ 2019年度），教育
文化部会委員（2014 ～ 2019年度）

③「Ｚ総合スポーツクラブ」副代表（2016 ～ 2020年度、代表：2021年度～現在）
④Ｚ地区「ジュニアキャンプカウンセラー（ＪＣＣ）」運営委員（2018年度～現在）
⑤ｚ小学校学校運営協議会委員（2021年度～現在）

「Ａ市ユネスコ協会」理事
（2021年度～現在）

Ｇ氏

①ｗ中学校学校評議員（2005 ～ 2017年度）
②「Ｚ地域づくり協議会」教育文化部会部会長（2012～2014年度・2017年度～現在），
副部会長（2015年度・2016年度）

③「Ｚ総合スポーツクラブ」代表（2016 ～ 2019年度），副代表（2020年度～現在）
④Ｚ地区「ジュニアキャンプカウンセラー（ＪＣＣ）」運営委員（2018年度～現在）
⑤ｗ中学校区学校運営協議会会長（2018 年度～現在）

① Ａ 市 テ ニ ス 協 会 会 長
（2001年度～現在）
②Ａ市スポーツ協会・副会
長（2005年度～現在）

③Ａ市社会教育委員・委員
長（2006年度～現在）

④Ａ市指定管理者制度「Ａ
市武道交流館」運営委員
長（2013年度～現在）

　出所：本表の原案：筆者作成，４氏に校正を依頼・共同作成（2022 年３月 28 日）に基づき筆者作成。

表４　聞き取り調査の対象者
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を受賞している49)。2001年度から「Ａ市テニス

協会会長」（～現在）、2005年度から「Ａ市スポー

ツ協会」副会長（～現在）、2006年度から「Ａ市

社会教育委員・委員長」（～現在）、2013年度か

らＡ市指定管理者制度「Ａ市武道交流館」運営

委員長（～現在）を務めている。 
　Ｚ地区への関与は、2012年度から「Ｚ地域づ

くり協議会」教育文化部会部会長（～ 2014年度・

2017年度～現在）・副部会長（2015年度・2016

年度）を務めている。また、2016年度から「Ｚ

総合スポーツクラブ」代表、2018年度からはＺ

地区「ＪＣＣ」運営委員（～現在）を務めてい

る。学校への関与は、2005年度からｗ中学校学

校評議員（～ 2017年度）、ｗ中学校区学校運営

協議会会長（2018年度～現在）を務めている。

（3）仲間集団を基盤とした学習集団の形成

　４氏による関係性の構築は、次の拠点への参

画を契機とした「仲間集団を基盤とした学習集

団」の形成過程50)とみることができる。ここで

は、辻の「教育福祉実践の教育領域」（前述Ⅰ -2）
の枠組みを援用して、参画の契機を４点挙げて

いく。

　1) Ｃ領域：ノンフォーマル教育（公民館や子

ども・家庭福祉における実践）

　第１の契機は、「Ｚ地域づくり協議会・教育文

化部会」への参画にある。Ｇ氏は2012年度から

部会長を務め、Ｄ氏は「市民センター」職員・セ

ンター長として、Ｆ氏も「市民センター」職員

として部会委員を務めている。Ｅ氏は、2011年

度から同部会企画の放課後子供教室のコーディ

ネーターを務めている。

　第２の契機は、「Ｚ総合スポーツクラブ」への

参画にある。2016年度からＧ氏はその代表を、

Ｄ氏・Ｆ氏は副代表を務めている（現在、Ｆ氏

が代表、Ｇ氏・Ｄ氏は副代表）。

　第３の契機は、Ｄ氏が2017年度に代表として

発足したＺ地区「ＪＣＣ」の運営委員として、

Ｅ氏（2017年度から）、Ｆ氏・Ｇ氏（2018年度

から）が参画したことにある。

　2) Ａ領域：フォーマル教育（一条校における

実践）

　第４に、Ｇ氏は、2018年度からｗ中学校区学

校運営協議会会長を務め、Ｄ氏はｗ中学校区の

ｚ小学校およびｗ中学校の、Ｅ氏はｗ中学校の

学校運営協議会委員（以下、ＣＳ委員）を務め

ている。Ｆ氏は2021年度からｚ小学校のＣＳ委

員を務めている。この点、Ａ市教育委員会によ

る2018年度ＣＳ委員の「委嘱及び任命」名簿に

よれば、Ｇ氏は「学識経験者」、Ｄ氏は「Ｚ地域

づくり協議会理事およびＺ市民センター長」、Ｅ

氏は「元学校評議員」と記されている51)。

　以上より、４氏の「仲間集団を基盤とした学

習集団」の形成過程は、「共生の価値の行政的承

認」52)に支えられていることが読み取れる。そ

れは、宮崎隆志のいう「公民館などの施設はア

ソシエーションとしての仲間を組織する拠点で

あるが、その仲間集団は地域活動を通して地域

を編集する機能を担い得る」53)事例を示してい

るといえるだろう。

２．「Ｚ地域づくり協議会」の組織と活動

（1）Ｚ地域の地域ビジョン

　「Ｚ地域づくり協議会」の区域は、新興住宅

団地（２地区）と古くからの観光農業地域（１

地区）で構成されている。人口は7,284人、3011

世帯である（2021年８月１日現在）54)。この点、

Ｄ氏は、次のように述べている。

　「この地域の人口は、2019年４月に比べて人

口は減っていますが、世帯は増えています。高

齢化率は、全国平均とさほど変わりません。で

すから、若い方が入ってこられた、これはある

程度楽しみでもあるということです。」

　「Ｚ地域づくり協議会」策定の地域ビジョン

では、まちづくりの将来像として「豊かな自然

と触れ合う、安全安心で生きがいを感じる住み

続けたいまちづくり」を掲げている。まちづく

りの基本方針は、表５のとおり、５つの柱が掲

げられている。
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　５つの柱の各取り組みは、Ａ市施策との関連

性が考慮されている。この点、Ａ市「地域づく

り代表者会議」における、情報交換・意見交換

が反映されている（Ａ市施策との対照は、前述

表１参照）55)。

　Ｄ氏によれば、今般の地域ビジョンは、「住み

続けたいまち、子育てをしたくなるまちへ」を

テーマとして、次の２つの柱を推進していると

いう。「１．高齢者が、健康で安心して楽しくイ

キイキと過ごせるまち」、「２．地域の子どもたち

が巣立ち成長した後も、楽しかったこの地域を

思い出し、ここで暮らしたい、ここで子育てを

したいと思ってもらえるまち」にすることだと

いう。

　この点、Ｄ氏は、Ａ市の「地域づくり代表者

会議」で、次のことを学んだという。

「Ａ市も『地方消滅』の可能都市類型に入って

おり、『高齢者にやさしいまち』であるだけで

なく、『若い世代が子育てをしたくなるまち』

が大切になっています。だから、交付金のな

かで、われわれは、何に投資していったらい

いか、どんな活動をしていったらいいかを、

真剣に考えていかなくてはいけない。」

　こうしてＤ氏は、「地域づくり協議会」の理事

としての役割を自覚的に遂行している。

（2）「Ｚ地域づくり協議会」の組織

　「Ｚ地域づくり協議会」の組織は、大きく、①

「理事会」、実践機関としての②「専門部会」（４

部会）と③「コミュニティ部会」（14自治会と安

全防災防犯委員会）、④市民センター、⑤事務局

で構成されている。

　４部会の「専門部会」のうち、「教育文化部会」

が、まちづくりの基本方針「④人々が集い育む

教育・文化」の活動を推進している。その「特

徴的な２活動」として、ｚ小学校を拠点とした

①学校支援活動、②放課後子供教室事業が挙げ

られている56)。

　

表５ Ｚ地区「まちづくりの基本方針」

表６　ｚ小学校の地域学校協働活動の展開

Ｚ地区まちづくりの基本方針 Ａ市施策との関連

①活き活き交流コミュニティ
づくり

2-3-1 防災・減災，2-3-2
防犯・交通安全

②心と心の触れ合う助け合い
福祉の向上

1-2-1 保健・医療・福祉
ネットワーク，1-3-3 子
ども・子育て支援

③心安らぐ住環境づくり 2-4-2 都市計画，2-5-1 住
宅・住環境，3-1-1 農林
資源，2-1-1 環境保全

④人々が集い育む教育・文化 4-1-1 学校教育，4-2-1 生
涯学習

⑤利便のよい住まいの場づくり 2-5-2 道路整備，2-3-2 防
犯・交通安全

　出所：Ａ市総合計画「第２次基本計画」2019 年，142-
　　　　143 頁より抜粋。

活
動
区
分

(1) 学校支援（学習支援）活動
　2010 年度開始、2016 年度文部科学大臣表彰
(2) 放課後子供教室「ｚ小こどもクラブ」
　2008 年度開始、2019 年度文部科学大臣表彰

体
制

①統括的な地域学校協働活動推進委員等 1 人
②地域学校協働活動推進員等 4 人
③ボランティアの数（延べ登録数）150 人

活
動
概
要

「Ｚ地域づくり協議会・教育文化部」に放課後子
供教室・学校支援活動を位置づけて、多くの地域
ボランティアによる子どもの居場所づくりや学
校支援活動への地域ぐるみの取り組み。

特
徴
的
な
取
組

(1) 学校支援活動：学習支援、教科学習・水泳授
業・体験学習・クラブ活動などへのボランティ
アによる支援活動。

(2) 放課後子供教室：子どもたちへ体験活動を通
した学びを提供。また、市民センターが子ど
もたちの居場所となるように取り組んでいる。
活動プログラムには、地域探究学習、市民セン
ターでのキャンプ、小学校の廊下を利用した

「長い巻きずしづくり」など。

実
施
上
の
工
夫

①地域づくり組織内の部会活動に学校支援活動
や放課後子ども教室を位置づけて取り組んで
きたため、窓口が一本化され、多様な活動が円
滑に行われている。

②学校支援活動：地域コーディネーターを位置づ
け、学校からの要請を受け、登録されたボラン
ティアへ照会、取りまとめを行っている。

③放課後子供教室：市民センターを拠点として地
域コーディネーターや地域ボランティアの参
画のもと実施。子どもの参加については、登録
制をとることによって、年間を通して多くの子
どもたちが参加するよう工夫している。

取
り
組
み
の
効
果
・
成
果

①小学生の頃、放課後子供教室に参加したり、学
習支援や地域住民による見守りを受けて育っ
た子どもたちが、中学・高校へ進学後に、「ジュ
ニアサポーター」として放課後子供教室の運営
をサポートしている。

②ジュニアサポーターは、放課後子供教室以外に
も地域活動や地域イベントの企画・運営に携わ
るなどまちづくり活動にも参加し地域貢献を
行っている。

③ジュニアサポーターの希望者に対して、体験型
研修を実施：野外活動や地域活動に関する知識
をさらに深め、「ジュニアキャンプカウンセラー」
として、一層地域貢献ができる体制づくり。

　出所：文部科学省「2019 年度文部科学大臣表彰事例」
　　　（当該事例）を元に筆者作成 (下線：引用者）。
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３．ｚ小学校における地域学校協働活動

　表６の「統括的な地域学校協働活動推進員」

は、Ｄ氏が担っている。以下、表６を参照して、

２つの活動をみていく。

（1）学校支援活動

　ｚ小学校における学校支援活動は、2010年度

から開始され、2016年度に文部科学大臣表彰を

受賞している。活動内容は、学習支援をはじめ、

教科学習・水泳授業・体験学習・クラブ活動な

どへのボランティアによる支援活動である。

　2016年表彰時点でのボランティアによる支

援は、「教室に入って学習の支援をし、助言した

りする中で良いところを誉め
4 4 4 4 4 4 4 4

、子供たちの自己

有用感を高めるような働きかけ」や「授業の中

で理解できずに困っている児童に声をかける
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

な

ど」であった（傍点：引用者）57)。

　Ｄ氏によれば、本活動開始から12年の経験を

通して、現在では、「１週間の支援時間割表」作

成の流れがつくりだされているという。

　表７によれば、「お願いしたい支援内容」が

９つに細分化され、①各担任教師が要請希望を

記入する際に、そのなかから選択できるように

なっている。この点に、「支援―被支援」のプロ

セスを、「相互主体」関係により構築しようとす

る配慮が読み取れる。

　表７の「コーディネーター」（学校支援コー

ディネーター：Ｈ氏）は、②毎週金曜日に教頭

からの「支援要請一覧表」のメールを受けて、

③「登録されたボランティアへ照会」メールを

送信し、④その返信をとりまとめ、⑤日曜日中

に学校に「支援一覧表」を送信している。

　ここで注目されることは、①各担任からの

ニーズを出発点として、②それに応答する教頭

の尽力がある点である。つまり、辻のいう「教師

が自由に教育実践を創造できる条件」の整備58)

が前提となっている。その上で、③教頭からの

要請に応答する「コーディネーター」Ｈ氏の尽

力と、④Ｈ氏からの要請に応答するボランティ

ア組織があり、⑤Ｈ氏がとりまとめた「支援一

覧表」が各担任にフィードバックされる。こう

して、教師の教育の自由が尊重される相互応答

的な関係性のなかで、「子どもたちの自己有用

感を高めるような」支援態勢がつくりだされて

いるといえよう。

　さらに、Ｄ氏は、学校とボランティアとの関

係調整について、次のように述べている。

「学校が要望されたものに入るということで

すから、あくまでも、こちらから『この時間

にこのようにしましょう』ということは一切

ございません。必ず、学校の情報・要望、体

験学習の方は、学校と相談して１年間、どう

いう応援をしましょうということで決めて

います。」

　以上より、「学校自身が開発主体」であるとい

う尊重を前提59)に、共有ビジョンを創り出すプ

ロセスの重要性が示唆される。

（2）放課後子供教室「z小こどもクラブ」

　「ｚ小こどもクラブ」は、Ａ市から「放課後子

供教室事業」の委託を受けて、2008年度から開

始された。2011年度よりＥ氏が、「ｚ小こどもク

ラブ」のコーディネーターとして、豊かな体験

活動を創り上げてきたことから、2019年度に文

表７　「１週間の支援時間割表」作成の流れ

①担任が次週の要請希望を用紙に記入して教頭に提
出する。

②教頭が各担任の支援要請を金曜日に一覧表にまと
めてコーディネーターにメール送信する。

③要請を受けたコーディネーターは、各支援者に支
援要請時間割を送信する。

④受信した各支援者は、支援できる場（日時・学級）
を記して、コーディネーターに返信する。

⑤コーディネーターはとりまとめて日曜日に学校に
返信する。

⑥月曜日の朝に各担任の机上にその週の支援一覧表
が届く。

＊各担任は、「お願いしたい支援内容」を以下の９つ
の区分から選択して、（記号）を記入する。

　( 全 ) 学級全体への支援

　( 個 ) 指定する児童への対応

　( 準 ) 準備や片づけの支援

　( 技 ) 技能の支援

　( 見 ) 見守り支援

　( 声 ) 声かけ支援

　( 世 ) 身の回りの世話

　( 助 ) 学習内容の助言

　( 聞 ) 聞き取りの支援

　出所：Ｄ氏作成「つながりのある地域社会へ―向こ
　　　　う３軒両隣の関係―」（プレゼン資料），2021
　　　　年８月 17 日より抜粋。
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部科学大臣表彰を受賞している60)。

　D氏によれば、原則毎月第１土曜日に実施し、

毎回の参加児童は、感染症の影響を受ける以前

の2019年度では、平均120名であるという61)。

　表６のとおり、取り組みの特徴は、①子ども

たちへの体験活動を通した学びの提供、②市民

センターが子どもたちの居場所となるように取

り組んでいること、③市民センターを拠点とし

て、地域コーディネーターや地域ボランティア

の参画のもと実施していることである。

　年間の活動プログラムは、「地域オリエン

テーリング」「夏休み合宿」「長い巻き寿司チャ

レンジ」「餅つき大会」などの恒例行事のほか、

「新しい企画、季節感のある企画などを織り交

ぜ」計画しているという62)。

　Ｄ氏は、次のような思いを語っている。

「できるだけ、子どもたちが関心をもつ、印象
4 4

に残る
4 4 4

、感動する
4 4 4 4

、そういう形のことをやっ

ています。初めてやること
4 4 4 4 4 4 4

とか、家ではさせ
4 4 4 4 4

てもらえないこと
4 4 4 4 4 4 4 4

とか、保護者の方からも了

解をいただきながらやっています。今は、保

護者の方にもたくさん参加いただいており、

安全・見守りをしていただけるということと、

やはり、一緒にやって楽しむ
4 4 4 4 4 4 4 4 4

ことができるよ

うになりました。」（傍点：引用者）

　また、Ｄ氏らは、毎月の「ｚ小こどもクラブ」

の活動を映像媒体として残している。　

Ｄ氏：「こどもクラブの１年間毎月の記録を、

映像でまとめ、参加の児童や保護者に観てい

ただいています。」「それによって、子どもた

ち自身がこうやって活動していることを、親

と共有して話題にしたり、『こんなことをし

ている』と友達にも自慢もできるという、そ

ういう面があるんですね。」「記録をしっかり、

４人のカメラマンがカメラもって動きます

から、動画とこういう写真等で記録を残して

いるということです。」

　このような映像を残すという毎月のＤ氏らの

取り組み努力もまた、参加児童・保護者・Ｄ氏

ら自身も含む地域住民の「印象に残る」「感動」

体験の共有につながっている。

（3）取り組みの効果・成果

　以上より、ｚ小学校を拠点とした活動を10年

以上続けてきた効果として、Ｄ氏は、「思いがけ

ない課題解決策」が生み出されたという。それ

は、1)子どもと高齢者との相互作用、2）「ジュニ

アサポーター」による地域活動への参加である。

　1) 子どもと高齢者との相互作用

　これは、学習支援や放課後子供教室へのアク

ティブ・リーダーによるボランティア活動だけ

でなく、裾野の広い地域住民の見守り活動（「８

･３運動」）から始まる。Ｄ氏によれば、「朝の８

時と午後３時の子どもの登下校の時間には、何

らかの形で、外に出て散歩しましょうとか、庭

をいじりましょうとか、ちょっと外に出てあい

さつしましょうということを勧めるという運動

を展開しています」という。

　こうした日常的なレベルでの見守りを通し

て、子どもと地域住民との間に声をかけあう関

係性が生まれる。さらに、子どもと高齢者との

相互作用について、Ｄ氏は次のように述べてい

る。

「これらの活動には、たくさんの高齢者の方

がボランティアとして、後援に入っていただ

いているので、子どもと高齢者とのつながり

というのができてきます。それで、子どもた

ちが『楽しかった』『嬉しかった』『またやり

たい』ということで、高齢者が『ありがとう』

と言ってもらえることに対して、生きがいを

感じるというような好循環になっています。」

　こうした、相互承認の関係性を構築するプロ

セスが、次に述べる新たな地域サポーターの主

体形成につながっている。

　

　2） 「ジュニアサポーター」の誕生

　以上述べてきたような、ｚ小学校における地

域学校協働活動を経験してきた子どもたちが、

小学校卒業後に、「ジュニアサポーター」として

地域活動に参加していることである。Ｄ氏によ

れば、その契機は、①2015年春、「ｚ小こどもク

ラブ」を経験した中学１年生５名が、「同クラブ

のサポーターとして活動したい」と声を上げた

ことにある。②2016年、中学２年生になった彼
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らから、「こどもクラブのサポーターだけでな

く、地域行事の活動などにも参加したい」とい

う希望が出され、中高生による地域づくり活動

への参加が始まった。さらに、③2017年4月に、

Ｄ氏が代表として、Ｚ地区「ジュニアキャンプ

カウンセラー（以下、ＪＣＣ）」を立ち上げた。

　D氏によれば、ＪＣＣでは、希望者に対して、

キャンプカウンセラーとして活躍できるよう

「毎月1回５時間の体験型研修」を積み重ねてい

るとする。ＪＣＣとして活動している中高大生

等は、2021年８月時点で24名63)、2022年３月時

点では「４月から中学生になる６名より、ＪＣＣ

への参加登録希望が出され30名」64)であるとい

う。彼らは、「ｚ小こどもクラブ」の定例事業を

はじめ、夏休み期間中のキャンプ合宿の運営や

サポート、企画・運営の担い手として育ってい

るという。

　以上より、ここには、体験の共有を通した、新

たな教育的価値を生み出す学習プロセスがつく

りだされている。まず、①「こどもクラブ」で、

「楽しさ」「感動」体験を提供してくれるおとな

の存在があり、それは、活動を見守る保護者や

地域住民、体験を共有しあう仲間の存在に支え

られている。次に、②今度は自分たちが、「こど

もクラブのサポーターとして活動したい」と表

明した意見が尊重され、その活動に参画する機

会が提供されている。さらに、③彼らが「地域

行事の活動などにも参加したい」という意見に

耳を傾け、「地域づくり協議会」の活動に彼らを

つなげている。④ＪＣＣの体験型研修は、キャ

ンプカウンセラーとして活躍できるような、野

外活動や企画・運営に関する知識・技能を体験

的に学ぶ機会になっている。このことは、前述

したように、「Ａ市教育振興基本計画」でいう

「ジュニアリーダーとして活躍できる場の拡充」

につながっている。こうした体験の共有を通し

た学習サイクルが、次なる「ＪＣＣへの参加登

録希望」者へと受け継がれている。

おわりにー事例からの示唆ー

　以上の事例分析から、地域における教育福祉

問題への制度的・実践的意義を、次のようにま

とめることができる。

　第１に、「市総合計画」において、子どもの権

利保障を中核にすえた地域づくり施策が推進さ

れている点に意義がある。Ａ市では、「子ども条

例」で子どもの権利条約を基本理念として明記

し、「自治基本条例」で自治の３原則（人権尊

重、情報共有、参画及び協働）を掲げ、市民と

市との相互尊重のもとでの「協働のまちづくり」

をめざしている。その際、市の努力義務として

「民主的な意思決定が図られるよう、開かれた

場と機会の創設」を明記している。そして、市

内の各「地域づくり組織」に地域交付金を交付

し、各組織による地域ビジョンの策定を促して

いる。さらに、各「地域づくり組織」の代表者

からなる「地域づくり代表者会議」を組織化し、

相互に意見交換・情報交換する場、市による研

修会の場として開催している。こうして、その

施策において、「地域づくり組織」を制度的・財

政的に支援している点に意義がある。

　第２に、Ａ市では、従来から展開してきた教

育と福祉の連携の仕組みを基盤として、市内全

小中学校に「Ａ版コミュニティ・スクール」を

導入し、実践を展開している。その際、教育委

員会からの「ＣＳだより」「ＣＳ実践集」によ

る情報発信を通して、すべての関係者に開かれ

たコミュニケーション回路を開発した点に意義

がある。「ＣＳだより」によれば、文部科学省

視学委員を招いた研修会・講演会等の実施、他

県への視察、他県からの視察など、Ａ市におけ

る学びの機会は、子ども・保護者、学校・教職

員、地域学校協働活動の関係者に広く開かれて

いる。こうした多様な学びの機会を通して、実

践交流を内外に広げる機会の創出と、新たな教

育的価値の生成が期待できる。

　第３に、以上の条件整備行政に支えられて、

Ｚ地区の地域学校協働活動が、文部科学大臣表

彰事例として結実していることに意義がある。

ｚ小における「体験活動」の質は、Ｄ氏らの属

人性に大きく依拠している一面がある。たとえ

ば、大学時代にキャンプカウンセラーとして野

外活動センターで活躍した経験があり、その知
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見を活かして、子どもたちに、「感動」体験を

提供するとともに、ジュニアキャンプカウンセ

ラーの養成が可能となっている。

　他方、10年以上継続するなかで編み出されて

きた、次のような普遍的な方法論とその教育的

価値に着目する必要がある。①「こどもクラブ」

の年間プログラムでは、「季節感のある」「家で

はさせてもらえない」体験活動を工夫している

ことである。②映像を記録媒体で残し、子ども

たち・保護者に観てもらい、共有していること

である。これが、親子間、友達間、および地域

住民とのコミュニケーションを促進している。

③「体験の共有」を通した関係性の構築が、次

なる学習のサイクルを生み出していることであ

る。④「地域活動に参加したい」という子ども

の意見表明に耳を傾け、彼らが活躍できる場を

拡充していることである。⑤定年退職後のライ

フコースとしての地域関与のロールモデルが示

されていることである。「地域づくり組織」や公

民館活動への参加が、学習コミュニティへの参

画の契機となる道筋が示されている。

　本稿では、Ｄ氏らの語りを手がかりに、Ｚ地

区の地域学校協働活動をみてきたが、次の点で

課題が残されている。他地域との比較検討や、

「地域づくり組織」と市との具体的な関係性に

ついて、あらためて検討が必要である。今後の

課題としたい。

５）厚生労働省・文部科学省「『新・放課後子ども総合プラン』

について（通知）」2018年、1-6頁。

６）小川利夫・永井憲一・平原春好編『教育と福祉の権利』勁
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